
原子力基本法等について 

 

 

○原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号） 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用（以下「原子力利用」という。）を推進す

ることによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興

とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的と

する。 

（基本方針） 

第二条 原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下

に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するもの

とする。 

第二章 原子力委員会 

（設置） 

第四条 原子力利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を

図るため、内閣府に原子力委員会を置く。 

（任務） 

第五条 原子力委員会は、原子力利用に関する事項（安全の確保のうちその実施に関す

るものを除く。）について企画し、審議し、及び決定する。 

 

 

○原子力委員会設置法（昭和三十年法律第百八十八号） 

（目的及び設置） 

第一条 原子力の研究、開発及び利用（以下「原子力利用」という。）に関する行政の民主

的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二条 委員会は、次の各号に掲げる事項（安全の確保のうちその実施に関するものを除

く。）について企画し、審議し、及び決定する。 

一 原子力利用に関する政策に関すること。 

二 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。 

三 原子力利用に関する資料の収集及び調査に関すること。 

四 前３号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき委員会に

属させられた事務その他原子力利用に関する重要事項に関すること。 
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○原子力委員会の在り方見直しについて※ 

「原子力委員会の在り方見直しのための有識者会議の検討の結果、・・・、原子力

に関する諸課題の管理、運営の視点から活動することとし、・・・、委員会の中立性を

確保しつつ、 

①原子力の平和利用と核不拡散 

②放射性廃棄物の処理処分 

③原子力利用に関する重要事項 

に関する機能に重点を置くなどの、新しい原子力委員会の在り方について考え方を

取りまとめた。」 

 

※原子力委員会の在り方見直しについて 

（平成２５年１２月１０日、原子力委員会の在り方見直しのための有識者会議、ｐ１８）：

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/genshiryoku_kaigi/pdf/houkoku.pdf 

 

 

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十

六号） 

（目的） 

第一条 この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのつとり、

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保す

るとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な

水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の

核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、及び核燃料物質を防護

して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに

原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪

行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関

する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必

要な規制を行い、もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我

が国の安全保障に資することを目的とする。 

（許可の基準） 

第二十四条 原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可の申請があつた場合にお

いては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、

同項の許可をしてはならない。 

一 試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 

２ 原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可をする場合においては、あらか

じめ、前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴か

なければならない。 

 




